
介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
859 907 974 1,030 1,085

247 247 247 247 247

52 52 52 52 52
25 25 25 25 25
11 11 11 11 11
6 6 6 6 6

51 54 57 60 63
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

¥6,951 ¥7,002 ¥7,072 ¥7,131 ¥7,189
¥208,530 ¥210,060 ¥212,160 ¥213,930 ¥215,670

介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
859 907 974 1,030 1,085

247 247 247 247 247

52 52 52 52 52
25 25 25 25 25
11 11 11 11 11
6 6 6 6 6

51 54 57 60 63
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

¥5,951 ¥6,002 ¥6,072 ¥6,131 ¥6,189
¥178,530 ¥180,060 ¥182,160 ¥183,930 ¥185,670

182 182 182 182 182

・基準費用額

介護保健施設利用料金

・基準費用額

・介護保険施設
　　　　サービス費

●食費／日
　　介護保険給付外

1ヶ月＝30日   令和8年　6月　1日　施行

　　1割自己負担
　　介護保険給付

自己負担分合計

●一部負担金／日

▲短期入所療養介護利用料金（加算型）▲

※1段階・2段階・3段階①・3段階②に該当しない方。【1割負担】

項目

栄養マネジメント強化加算

夜勤職員配置加算

・介護保険施設
　　　　サービス費

　　1割自己負担
栄養マネジメント強化加算

サービス提供体制強化加算

■ユニット型個室 特別室【差額あり】
分類

・1ヶ月【30日】の自己負担額

差額なし

夜勤職員配置加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

●一部負担金／日

介護保健施設利用料金

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

サービス提供体制強化加算

●居住費／日

介護職員処遇改善加算

・1ヶ月【30日】の自己負担額

●特別室料／日

・1日あたりの自己負担額

分類

　　介護保険給付外

項目

自己負担分合計

　　介護保険給付

●居住費／日

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

■ユニット型個室

・1日あたりの自己負担額

●食費／日

介護職員処遇改善加算



介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
1,717 1,814 1,947 2,060 2,169

493 493 493 493 493

105 105 105 105 105
50 50 50 50 50
22 22 22 22 22
12 12 12 12 12

102 108 114 120 126
2,501 2,604 2,743 2,862 2,977
2,501 2,604 2,743 2,862 2,977
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

¥8,201 ¥8,304 ¥8,443 ¥8,562 ¥8,677
¥246,030 ¥249,120 ¥253,290 ¥256,860 ¥260,310

介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
1,717 1,814 1,947 2,060 2,169

493 493 493 493 493

105 105 105 105 105
50 50 50 50 50
22 22 22 22 22
12 12 12 12 12

102 108 114 120 126
2,501 2,604 2,743 2,862 2,977
2,501 2,604 2,743 2,862 2,977
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

¥7,201 ¥7,304 ¥7,443 ¥7,562 ¥7,677
¥216,030 ¥219,120 ¥223,290 ¥226,860 ¥230,310

・基準費用額 ●居住費／日

【2割負担】合計所得160万円以上
単身世帯：年金＋その他の所得＝280万円以上（年金のみ場合は280万円以上相当）
夫婦世帯：年金＋その他の所得＝346万円以上
※単身世帯で年金と年金以外の所得が280万円以上（月収23.3万円以上）、夫婦世帯で346万円以上（28.8
万円以上）となる方が原則2割負担となります。

　　介護保険給付外 ●食費／日
・1日あたりの自己負担額
・1ヶ月【30日】の自己負担額

介護職員処遇改善加算

自己負担分合計

●一部負担金／日

　　介護保険給付 栄養マネジメント強化加算

　　2割自己負担 サービス提供体制強化加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

介護保健施設利用料金

・介護保険施設
　　　　サービス費

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

夜勤職員配置加算

・1日あたりの自己負担額
・1ヶ月【30日】の自己負担額

■ユニット型個室 差額なし
分類 項目

・基準費用額 ●居住費／日
　　介護保険給付外 ●特別室料／日

●食費／日

介護職員処遇改善加算

自己負担分合計

●一部負担金／日

　　介護保険給付 栄養マネジメント強化加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

　　2割自己負担 サービス提供体制強化加算

介護保健施設利用料金

・介護保険施設
　　　　サービス費

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

夜勤職員配置加算

1ヶ月＝30日   令和8年　6月　1日　施行

■ユニット型個室 特別室【差額あり】
分類 項目

▲短期入所療養介護利用料金（加算型）▲

※1段階・2段階・3段階①・3段階②に該当しない方。【2割負担】



介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
2,576 2,721 2,921 3,090 3,254

740 740 740 740 740

157 157 157 157 157
74 74 74 74 74
33 33 33 33 33
18 18 18 18 18

153 162 171 180 189
3,751 3,905 4,114 4,292 4,465
3,751 3,905 4,114 4,292 4,465
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

¥9,451 ¥9,605 ¥9,814 ¥9,992 ¥10,165
¥283,530 ¥288,150 ¥294,420 ¥299,760 ¥304,950

介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
2,576 2,721 2,921 3,090 3,254

740 740 740 740 740

157 157 157 157 157
74 74 74 74 74
33 33 33 33 33
18 18 18 18 18

153 162 171 180 189
3,751 3,905 4,114 4,292 4,465
3,751 3,905 4,114 4,292 4,465
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

¥8,451 ¥8,605 ¥8,814 ¥8,992 ¥9,165
¥253,530 ¥258,150 ¥264,420 ¥269,760 ¥274,950

※1段階・2段階・3段階①・3段階②に該当しない方。【3割負担】

▲短期入所療養介護利用料金（加算型）▲ 1ヶ月＝30日   令和8年　6月　1日　施行

【3割負担】合計所得220万円以上
単身世帯：年金＋その他の所得＝340万円以上（年金のみ場合は344万円以上相当）
夫婦世帯：年金＋その他の所得＝463万円以上
※単身世帯で年金と年金以外の所得合計が340万円以上（月収28.3万円以上）、夫婦世帯で463万円以上
（38.5万円以上）となる方が3割負担となります。

■ユニット型個室 特別室【差額あり】
分類 項目

介護保健施設利用料金

・介護保険施設
　　　　サービス費

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

　　介護保険給付 栄養マネジメント強化加算

夜勤職員配置加算

・1日あたりの自己負担額

3割自己負担 サービス提供体制強化加算
介護職員処遇改善加算

自己負担分合計

●一部負担金／日
・基準費用額 ●居住費／日
　　介護保険給付外 ●特別室料／日

●食費／日

3割自己負担 サービス提供体制強化加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

・1ヶ月【30日】の自己負担額

■ユニット型個室 差額なし
分類 項目

介護保健施設利用料金

・介護保険施設
　　　　サービス費

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

夜勤職員配置加算

　　介護保険給付 栄養マネジメント強化加算

　　介護保険給付外 ●食費／日
・1日あたりの自己負担額
・1ヶ月【30日】の自己負担額

介護職員処遇改善加算

自己負担分合計

●一部負担金／日
・基準費用額 ●居住費／日



分類 項目 介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
859 907 974 1,030 1,085

247 247 247 247 247

52 52 52 52 52
25 25 25 25 25
11 11 11 11 11
6 6 6 6 6

51 54 57 60 63
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,370 1,370 1,370 1,370 1,370
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

¥4,921 ¥4,972 ¥5,042 ¥5,101 ¥5,159
¥147,630 ¥149,160 ¥151,260 ¥153,030 ¥154,770

分類 項目 介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
859 907 974 1,030 1,085

247 247 247 247 247

52 52 52 52 52
25 25 25 25 25
11 11 11 11 11
6 6 6 6 6

51 54 57 60 63
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,370 1,370 1,370 1,370 1,370
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

¥3,921 ¥3,972 ¥4,042 ¥4,101 ¥4,159
¥117,630 ¥119,160 ¥121,260 ¥123,030 ¥124,770

1ヶ月＝30日   令和8年　6月　1日　施行▲短期入所療養介護利用料金【3段階②】（加算型）▲

※所属する世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額が120万円超266万円未満の方。

●一部負担金／日

　　1割自己負担

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

〈市町村民税非課税世帯　の他に、以下の判定要件が追加されます〉
◎配偶者所得の勘案
・ご夫婦のどちらか一方が施設入所などの理由により別々に生活されていても、配偶者の所得も含めて判定します。
◎預貯金等の勘案
・預貯金等の資産が、一定額以下(※1)の方に限定されます。
　(※1)「一定額以下」については、現在（単身の場合500万円以下、ご夫婦の場合1,500万円以下）と示されております。

介護職員処遇改善加算

サービス提供体制強化加算

自己負担分合計

　　介護保険給付

介護職員処遇改善加算

・1日あたりの自己負担額

・基準費用額
●一部負担金／日
●居住費／日

・1ヶ月【30日】の自己負担額

　　介護保険給付外 ●食費／日

自己負担分合計

　　介護保険給付

・介護保険施設
　　　　サービス費

・1日あたりの自己負担額
・1ヶ月【30日】の自己負担額

・基準費用額

介護保健施設利用料金

差額なし

●食費／日

■ユニット型個室

●居住費／日
　　介護保険給付外

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

　　1割自己負担

●居住費負担限度額　：　1,370円 ●食費負担限度額　：　1,300円

夜勤職員配置加算

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

■ユニット型個室 特別室【差額あり】

介護保健施設利用料金

・介護保険施設
　　　　サービス費

●特別室料／日

夜勤職員配置加算

栄養マネジメント強化加算

サービス提供体制強化加算

栄養マネジメント強化加算



分類 項目 介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
859 907 974 1,030 1,085

247 247 247 247 247

52 52 52 52 52
25 25 25 25 25
11 11 11 11 11
6 6 6 6 6

51 54 57 60 63
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,370 1,370 1,370 1,370 1,370
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

¥4,621 ¥4,672 ¥4,742 ¥4,801 ¥4,859
¥138,630 ¥140,160 ¥142,260 ¥144,030 ¥145,770

分類 項目 介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
859 907 974 1,030 1,085

247 247 247 247 247

52 52 52 52 52
25 25 25 25 25
11 11 11 11 11
6 6 6 6 6

51 54 57 60 63
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,370 1,370 1,370 1,370 1,370
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

¥3,621 ¥3,672 ¥3,742 ¥3,801 ¥3,859
¥108,630 ¥110,160 ¥112,260 ¥114,030 ¥115,770・1ヶ月【30日】の自己負担額

●一部負担金／日
・基準費用額 ●居住費／日
　　介護保険給付外 ●食費／日

自己負担分合計

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

・1日あたりの自己負担額

栄養マネジメント強化加算　　介護保険給付
サービス提供体制強化加算　　1割自己負担
介護職員処遇改善加算

介護保健施設利用料金

・介護保険施設
　　　　サービス費

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

夜勤職員配置加算

●食費／日
・1日あたりの自己負担額
・1ヶ月【30日】の自己負担額

■ユニット型個室 差額なし

●一部負担金／日
・基準費用額 ●居住費／日
　　介護保険給付外 ●特別室料／日

　　1割自己負担 サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

自己負担分合計

・介護保険施設
　　　　サービス費

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

夜勤職員配置加算

　　介護保険給付 栄養マネジメント強化加算

〈市町村民税非課税世帯　の他に、以下の判定要件が追加されます〉
◎配偶者所得の勘案
・ご夫婦のどちらか一方が施設入所などの理由により別々に生活されていても、配偶者の所得も含めて判定します。
◎預貯金等の勘案
・預貯金等の資産が、一定額以下(※1)の方に限定されます。
　(※1)「一定額以下」については、現在（単身の場合550万円以下、ご夫婦の場合1,550万円以下）と示されております。

■ユニット型個室 特別室【差額あり】

介護保健施設利用料金

▲短期入所療養介護利用料金【3段階①】（加算型）▲ 1ヶ月＝30日   令和8年　6月　1日　施行

●居住費負担限度額　：　1,370円 ●食費負担限度額　：　1,000円

※所属する世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額が80万円超120万円以下の方。



分類 項目 介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
859 907 974 1,030 1,085

247 247 247 247 247

52 52 52 52 52
25 25 25 25 25
11 11 11 11 11
6 6 6 6 6

51 54 57 60 63
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489

880 880 880 880 880
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

600 600 600 600 600
¥3,731 ¥3,782 ¥3,852 ¥3,911 ¥3,969

¥111,930 ¥113,460 ¥115,560 ¥117,330 ¥119,070
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（イ）

分類 項目 介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
859 907 974 1,030 1,085

247 247 247 247 247

52 52 52 52 52
25 25 25 25 25
11 11 11 11 11
6 6 6 6 6

51 54 57 60 63
1251 1302 1372 1431 1489
1,251 1,302 1,372 1,431 1,489

880 880 880 880 880
600 600 600 600 600

¥2,731 ¥2,782 ¥2,852 ¥2,911 ¥2,969
¥81,930 ¥83,460 ¥85,560 ¥87,330 ¥89,070

▲短期入所療養介護利用料金【2段階】（加算型）▲ 1ヶ月＝30日   令和8年　6月　1日　施行

・1ヶ月【30日】の自己負担額

■ユニット型個室 差額なし

・介護保険施設
　　　　サービス費

　　介護保険給付外 ●食費／日

自己負担分合計

　　介護保険給付

・1日あたりの自己負担額

●居住費負担限度額　：　880円 ●食費負担限度額　：　600円

■ユニット型個室

※所属する世帯全員が市町村民税非課税で、
　　課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方。

〈市町村民税非課税世帯　の他に、以下の判定要件が追加されます〉
◎配偶者所得の勘案
・ご夫婦のどちらか一方が施設入所などの理由により別々に生活されていても、配偶者の所得も含めて判定します。
◎預貯金等の勘案
・預貯金等の資産が、一定額以下(※1)の方に限定されます。
　(※1)「一定額以下」については、現在（単身の場合650万円以下、ご夫婦の場合1,650万円以下）と示されております。

介護保健施設利用料金

自己負担分合計

　　1割自己負担 サービス提供体制強化加算

夜勤職員配置加算

栄養マネジメント強化加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

介護職員処遇改善加算

・介護保険施設
　　　　サービス費

　　介護保険給付

特別室【差額あり】

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

・基準費用額 ●居住費／日
●特別室料／日

・1日あたりの自己負担額

　　介護保険給付外
●食費／日

・基準費用額 ●居住費／日

・1ヶ月【30日】の自己負担額

●一部負担金／日

栄養マネジメント強化加算

介護保健施設利用料金

介護職員処遇改善加算

個別リハビリテーション実施加算
（1日につき）

夜勤職員配置加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

●一部負担金／日

　　1割自己負担 サービス提供体制強化加算


